
(A) 評価金額は

「11,500円 × 800万口 ÷ 10,000口 ＝ 920万円」

(B) 累計受取分配金額は

8回目の分配金支払いまでは

「50円 × 8回 × 1,000万口 ÷ 10,000口 ＝ 40万円」

9回目から4回分の分配金支払いは

「50円 × 4回 × 800万口 ÷ 10,000口 ＝ 16万円」

(C) 累計売付金額は

「10,500円 × 200万口 ÷ 10,000口 ＝ 210万円」

(D) 累計買付金額は

「10,000円 × 1,000万口 ÷ 10,000口 ＝ 1,000万円」

よってトータルリターンは
（A）920万円 ＋（B）40万円 ＋ 16万円 ＋（C）210万円 －（D）1,000万円 ＝ ＋186万円となります。

買付時 評価時

『トータルリターン通知制度』について

お客様へ

　『トータルリターン通知制度』とは、お客様が保有されている投資信託について、

分配金の受け取りや一部解約等を反映した総合的な損益状況（トータルリターン）を

お知らせする制度です。

　実際の取引例に従ってトータルリターンを計算してみます。計算を簡単にするために手数料・消費税は考慮しな

いこととし、条件は以下の通りとします。 

○ 買付時の基準価額：10,000円 ○ 計算基準日現在の解約価額は11,500円 ○ 買付口数は1,000万口

○ 保有期間中は1万口当たり50円の分配金支払いがあった

○ 買付してから8回目の分配金の支払いがあった後に、10,500円で200万口一部売却を行った

○ 一部売却後、4回分配金の支払いがあり、その後にトータルリターンの計算基準日を迎えた

　上記の例のように、分配金を含めたトータルリターンの計算は難しく、実際には上記の計算例に加え

て手数料・消費税や税金が加わるため、計算が非常に複雑になります。お客様の投資信託の損益状況に

ついて分かりやすくお伝えするのが『投資信託等のトータルリターンのご案内』です。

当社が通知対象とする投資信託の範囲等について最終ページに記載がございますので、必ずご確認下さい。

トータルリターンの計算式

トータルリターン ＝（(A)評価金額 ＋ (B)累計受取分配金額 ＋ (C)累計売付金額）－ (D)累計買付金額

(A) 評価金額 ＝ 計算基準日現在の解約価額 × 計算基準日現在の保有口数 ÷ 計算口数（※）

(B) 累計受取分配金額 ＝ 税引後の分配金受渡金額の累計

分配金受渡金額 ＝ [当期の分配金額（１口当たりの分配金 × 保有口数）] － 当期の分配金額に係る税額

(C) 累計売付金額 ＝ 売却金額の累計

売却金額 ＝ [解約価額] × [換金口数] ÷ [計算口数] － [換金手数料] － [換金手数料に係る消費税額]

(D) 累計買付金額 ＝ 買付金額の累計

買付金額 ＝ [約定代金（基準価額 × 買付口数 ÷ 計算口数）] ＋ [販売手数料] ＋ [販売手数料に係る消費税額]

※ 計算口数について（１口＝１円の時は10,000口、１口＝10,000円の時は１口です）

買付金額

評価金額

累計受取
分配金額

売付金額

累計
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お 取 引 店

担 当 者 名

電 話 番 号

平素は格別のお引立てをいただき厚く御礼申しあげます。
お預りしております、投資信託等のトータルリターンのご案内を申しあげます。
なお、ご不明な点がございましたら、お取引店の管理責任者まで直接ご連絡ください。

作成年月日

投資信託等のトータルリターンのご案内

【計算基準日　　　　　　 　】

銘柄名

商品種別

通貨

数量（口）計算基準日の解約価額

計算基準日の為替レート （Ａ）評価金額（円）

（Ｃ）累計売付金額（円）

（Ｂ）累計受取分配金額（円）

（Ｄ）累計買付金額（円）

トータルリターン（円）

ページ

以下、余白

※当書面に記載された金額は、税額計算に使用できません。

様

2016年12月30日

お客様口座番号：

ｴﾈﾙｷﾞ-ﾚﾎﾞﾘﾕ-ｼﾖﾝB  40075

国内投信 一般預り 2,000,0007,216

--- 1,443,200

0

76,782

2,426,759

-906,777

FUNDS-I ﾆﾂｹｲ225  40103

国内投信 一般預り 469,99220,252

--- 951,827

0

0

1,000,000

-48,173

ｱｼﾞｱｵｾｱﾆｱｺｳﾊｲﾄｳ  ﾏｲﾂｷﾌﾞﾝ

国内投信 一般預り 2,320,7263,215

--- 746,113

0

199,578

1,032,400

-86,709

米短ハイ債ＯＰ  40075

国内投信 一般預り 1,000,00011,594

--- 1,159,400

0

60,890

1,083,590

136,700

TD J-REIT F  1402

国内投信 一般預り 2,000,00011,738

--- 2,347,600

0

0

2,009,200

338,400

ﾌｲﾃﾞﾘﾃｲUSﾊｲｲ-ﾙﾄﾞ  40007

国内投信 一般預り 2,000,0004,583

--- 916,600

0

193,976

1,078,445

32,131

HSBC ﾒｷｼｺｶﾌﾞｼｷ  41017

国内投信 一般預り 3,000,00010,648

--- 3,194,400

0

28,688

3,457,071

-233,983

ｽｲｽｸﾞﾛ-ﾊﾞﾙﾘ-ﾀﾞ-F  40020

国内投信 一般預り 2,000,0009,713

--- 1,942,600

0

350,615

2,131,699

161,516

ｵ-ｽﾄﾗﾘｱｺｳﾊｲﾄｳｶﾌﾞ  40021

国内投信 一般預り 5,000,0006,556

--- 3,278,000

0

1,236,546

4,944,096

-429,550

ﾆﾎﾝｶﾌﾞｹﾞﾝｾﾝ MXN  40025

国内投信 一般預り 2,000,00010,785

--- 2,157,000

0

338,714

2,042,782

452,932

ﾍﾞｲｺｶﾞﾀﾂｲﾝ ﾏｲﾂｷ  40027

国内投信 一般預り 3,000,0007,869

--- 2,360,700

0

902,469

3,012,808

250,361



（1）トータルリターンは以下の計算方法で算出しております。

トータルリターン＝（「（Ａ）評価金額」＋「（Ｂ）累計受取分配金額」＋「（Ｃ）累計売付金額」）－「（Ｄ）累計買付金額」

（2）各計算要素は以下の計算方法で算出しております。

（Ａ）評価金額＝〔計算基準日現在の解約価額〕×〔計算基準日現在の保有口数〕÷〔計算口数〕

（Ｂ）累計受取分配金額＝〔分配金受渡金額の累計〕

  分配金受渡金額＝〔当期の分配金額（１口当たりの分配金×保有口数）〕－〔当期の分配金額に係る税額〕 

　　（Ｃ）累計売付金額＝〔売却金額の累計〕 

  売却金額＝〔解約価額〕×〔換金口数〕÷〔計算口数〕－〔換金手数料〕－〔換金手数料に係る消費税額〕

　　（Ｄ）累計買付金額＝〔買付金額の累計〕

  買付金額＝〔約定代金（基準価額×買付口数÷計算口数）〕＋〔販売手数料〕＋〔販売手数料に係る消費税額〕 

※１ 評価金額が外貨の場合は、「計算基準日における銀行ＴＴＭ」を用いて円貨換算した金額により評価金額を

※３ 外貨決済を行っている場合、買付金額と売却金額は「受渡日における銀行ＴＴＭ」、分配金については「お支払日

※２ 評価金額および累計売付金額は、譲渡益税を考慮していません。

※４ 各計算要素は円未満切り捨てで計算されています。

  における銀行ＴＴＭ」を用いて円貨換算しています。 

（3）トータルリターンの算出は、以下の投資信託を対象としています。

（対象外）契約型公募株式投信の内、ＥＴＦ、勤労者財産形成貯蓄制度に基づく投資信託、ミリオン型投資信託、

 確定拠出年金制度に基づく投資信託は、対象外としています。

② 外国籍投資信託

（対象外）外国籍投資信託の内、ＭＭＦは対象外としています。

（4）トータルリターンは、以下の範囲において算出しています。

2010年7月1日以降(注)に新たに買付された銘柄のうち、計算基準日時点で保有されている投資信託について銘柄ごと

に算出しています。同日前から継続して保有されていた銘柄については算出対象外としていますので、同日以降に

追加買付された場合においても、当該銘柄は算出対象外としています。

① 契約型公募株式投信

（5）その他の留意事項

① 一般預りと累積投資において同一の投資信託を保有している場合には、別々にトータルリターンを算出しています。

（注）2014年12月1日前に同一の投資信託を一般預りから累積投資に変更を行った場合、トータルリターンは算出していません。

 ただし、2014年12月1日以降に投資信託を一般預りから累積投資に変更を行った場合、トータルリターンは算出されます。

② 非課税口座と課税口座において同一の投資信託を保有している場合、合算してトータルリターンを算出しています。

③ 相続・贈与により取得した投資信託は、トータルリターンの算出対象外としています。

④ 他社から移管された投資信託は、トータルリターンの算出対象外としています。

⑤ トータルリターンは、毎年12月末を計算基準日として算出し、翌年1月に通知します。

⑥ トータルリターンの算出対象となっている投資信託について、一部移管等を行った場合は残存口数に応じてトータルリターン

を算出しています。

⑦ 担当者へのお問い合わせにより、直近の前月末を計算基準日としたトータルリターンをご確認いただけます。

計算しています。 

（注）ＤＷＳ南アフリカ・ランド・短期債・ファンドについては2015年2月2日以降に新たに買付された場合に

算出対象としています。

【トータルリターンについて】


